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研究成果の概要（和文）：イギリスでは、1977 年にホームレス生活者法を制定し、ホームレ

ス生活者への住居提供を基盤とした支援施策を展開してきた。概ね野宿から、施設、ケア付住

居、公的住居での自立した生活へと生活資本を形成しながら移行し、現在ではホームレスの予

防的措置に焦点が移っている。一方、日本では就労自立を基本としたホームレス施策の展開で、

不安定な居所で夜を過ごしたり、無料低額宿泊所などで生活する広義のホームレスが増え、生

活資本を構築できる者が限られている。 
 
 
研究成果の概要（英文）：In Britain, the homeless persons act has been enacted in 1977 and 
the homeless provisions based on housing offer to a homeless person has been developed. In 
general, it shifts constructing life capital in the independent life in an institution, a 
dwelling with a care, and a public dwelling, and the focus has shifted from the rough 
sleeping to the homeless' preventive provisions now.  On the other hand, in Japan, people 
who stay in an unstable address by developing of the homeless measure based on working 
independence, or the homeless in a broad sense who live in a free small amount lodging etc. 
increase in number, and those who can build life capital are restricted. 
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１．研究開始当初の背景 
(1) イギリスは 1977 年に「ホームレス生活者
法」を制定し、住居の提供を基盤としたホー
ムレス支援を開始した。1979 年のサッチャ
ー政権の社会政策の変更からロンドンの中
心部などイングランドの大都市で野宿者が
顕在化するようになった。そこで 1990 年に
特定の地区、ホームレス支援の資源を集中的
に投下する RSI が実施された。その結果、ロ
ンドンを中心にイギリスの野宿者は減少し
ていった。その一方で、B&B など一時居所
で暮らす人々が増大した。 
 
(2) 日本では 2002 年に「ホームレスの自立等
に関する特別措置法」が制定され、2003 年
に第一回全国調査、それに基づく「ホームレ
スの自立等に関する実施計画」が展開され、
2007 年には第 2 回全国調査が実施され、そ
れまでの結果を踏まえて実施計画が見直さ
れていた。 
 
(3) しかしながら、2008 年のリーマンショッ
クなどといわれるアメリカ合衆国を発信源
とする金融危機、経済危機は全世界を経済的
混乱の渦に巻き込んだ。日本でも公式的な野
宿者数は減少するものの、様々な居住の不安
定状態が明らかになった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、ホームレス生活者への支
援施策の調査を通して、生活を支える条件や
仕組みである「生活資本」の概念や構築過程
を検討することにある。 
 
３．研究の方法 
 イギリス及び日本においてホームレス支
援を実施している現場に赴き、その実態を観
察、聞き取る。雑誌や文献などを通した情報
を踏まえ、「生活資本」構築について考察を
深める。 
 イギリスでは、カーディフ、バーミンガム、
ヨーク、グラスゴーを訪れ、ホームレス支援
団体や大学などで意見交換を行った。日本で
は、北九州市、大阪市、名古屋市、さいたま
市、東京都などのホームレス支援現場を訪れ、
意見交換を行った。 
 また、世界各地で行われた国際会議の場に
おいても研究者との意見交換を行った。 
 
４．研究成果 
(1) ホームレスへの道筋 
社会保障というセーフティーネットから漏
れ、ホームレス状態に陥る仕組みを日英で比

較すると、イングランドでは様々な要因が関
係し、複雑な問題を抱えた人々が、よく発達
した社会保障制度から漏れ、ホームレス生活
に陥っている。日本では社会保障のセーフテ
ィーネットが細く、薄いために就労を失うと、
ホームレス生活に陥るシンプルな構造であ
る。特に、1990 年以降経済のグローバル化
が進行し、その傾向が顕著になっている。 
 
(2) ホームレスの定義について 
 イングランドにおいては 1977 年ホームレ
ス生活者法で「人としてふさわしくない不安
定な居住状態」をホームレス状態と広義に定
義している。しかしながら支援されるべきホ
ームレス生活者は、優先条件などの設定によ
って限定されている。地方自治体の担当者が
基準に照らして、支援すべきホームレス生活
者として適格化かどうかを判断する。ホーム
レス申請者がホームレス状態の基準に合い、
優先条件を満たし、地域自治体との関係を持
ち、恣意的にホームレス状態に陥っていない
ことである。その判断に自治体の有している
ホームレス支援資源が影響を与える事は想
像に難くない。 
 日本ではホームレス生活者の定義が、非常
に狭く、「ホームレスの自立の支援等に関す
る特別措置法」第 2 条で次のように定義され
ている。すなわち「都市公園、河川、道路、
駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、
日常生活を営んでいる者」である。ホームレ
ス生活者の定義によって支援対象者はきわ
めて限定されている。定義に示されているよ
うに「都市公園、河川、道路、駅舎などその
他の施設を故なく、起居の場として」テント
や小屋掛けなどで公共空間を占拠している
者に限定される。最も生命の危険に晒される
ものと考えられる路上や公共空間を放浪し
ている野宿者は支援の対象とされない。また、
野宿と不安定居住を行き来したり、野宿に移
行したりする可能性の高い不安定な飯場、宿
舎、インターネットカフェなどでの居住や 24
時間営業の飲食チェーン店で滞在する者に
支援の手だてを講じることが困難である。 

日本のホームレス支援には公園等の適正
利用を理由に野宿者を公園から追い出した
り、公共空間から隠す排除の論理が内包され
ている。当初、多くのシェルターでは特定の
公園等でテント設営、小屋掛けなどで野宿し
ているホームレス生活者のみを支援対象と
していた。その後、当該公園の野宿者の減少
を反映し、支援対象者が野宿者全般に拡大さ
れていった。 
いずれにしても支援すべきホームレスを



限定することで支援されえないホームレス
生活者が生まれる。 

 
(3) 住宅の提供 

野宿者が住居で暮らせるようになった場
合、その生活は住宅の立地に大きな影響を受
ける。元野宿者やホームレス生活者が、提供
された住宅を基盤に生活資本を構築できる
かどうかが課題となる。就労場所、近隣環境。
近隣住民との関係、その他近隣に存在する資
源との連携をどのように構築するかが焦点
である。限定された支援資源の中では、提供
された住居での生活を生活資本の構築が困
難であるとして拒むと、ホームレス支援施策
に従わないとして、以後の支援が提供されな
い例もイギリスにはある。また恒久住宅に至
るまでに何度かの転居を経ることが予想さ
れ、B & B、ホステル、民間借家など転居が
伴うと生活資本の構築を困難にする。また、
日本でも野宿から脱却してアパートに居住
している人々が増えてきたが、近隣住民や生
活施設との関係が築けず、孤立している例が
少なくない。また、ホームレス生活者の暮ら
している居住地域内に居住資源がなければ、
地域外に移住しなければならない。日本では
静養ホーム「たまゆら」(未届けの施設)の居
住者 12 人の焼死(2009 年 3 月)によって地区
外への移住問題に注目が集まった。 

このように住宅の提供は、ホームレス生活
者が生活資本を構築するのに困難な面もあ
るが、例えば精神的疾患などを抱えている
人々が、政策転換によって病院からコミュニ
ティ・ケアに移行された場合に、地域で十分
な居住の準備がなされていないために居場
所がなくなることを防いだり、景気の変動に
よる生活への影響を最小限に抑えることが
可能で、失業の増える不況期にさえ、生活の
維持や建て直しに大きな効果が期待できる。 

例えば、釜が崎において簡易宿泊所をサポ
ーティブ・ハウスに改装した例では、野宿者
が安定的な居住を確保することで、精神的に
も安定し、近隣の保育所などにボランティア
として訪れ、子どもたちとの絆を結ぶほどに
なっている。安定した居住が「生活資本」に
占める大きな役割を示している。 
 
(4) 就労自立 

「住宅の提供」に比べ、就労による自立は
景気の動向に左右されやすい。失業、低賃金、
不安定就労がホームレス状態の原因として
指摘されるが、生活を支えるに適切な就労が
確保されない社会経済状態において、適切な
就労の確保は更に困難である。適切な就労を
失わざるを得なかった人々にあえて適切な
就労を確保するように促しても、特に高齢に
よる失職の場合に、就労の可能性は高まらな
い。就労を失って野宿になった者に就労を求

めても、それが実現する可能性は低く、「就
労自立」施策は自己矛盾である。 
 また、1990 年以降の経済のグローバル化
は労働力と資本の移動を容易にし、産業構造
の変化を加速化させた。こうした流動性の高
い社会、経済的状況においては、ホームレス
生活者に就労の基本的条件である職業能力
を修得する十分な期間と機会を保障するこ
とこそが必要である。そのためにもその基盤
である住居の保障が不可欠である。 
  
(5) 人口構造 
 日本のホームレス生活者、つまり野宿者は
ほとんどが就労の機会を失った人々である。
典型的野宿者である建設日雇い労働者の場
合、50 歳を超えると就労の機会を得にくくな
るといわれている(野宿者および野宿支援者
の言葉)。日本の人口構造で最も大きなコーホ
ートである団塊の世代(1947 年から 1949 年
の間に出生した者)は、年齢によって 1990 年
代後半頃から就労の機会を得にくくなった。
これが経済のグローバル化によって海外か
らの低賃金労働者との就労機会の獲得競争
とあいまって、寄せ場およびその周辺に野宿
者が増大する原因の一つとなった。 
 また、野宿者の典型的直前職である建設日
雇い労働は建設現場を渡り歩く場合が多く、
安定した居所を確保できず、したがって強固
な親族・近隣関係を持ち得ない。すなわち野
宿者の大半は人間関係のほとんどを失い、孤
立している者が多く、居所を失う前の段階で
社会的排除状態に陥り、就労を失うことで直
ちに野宿状態に陥る。そして 50 歳代以上の
男性の求人倍率は非常に低く、仮に就労が見
つかったとしてもイベント時のガードマン
などの一時的で不安定な就労であったり、パ
チンコ店の住み込みのように私生活を維持
できず、就労と住居を同時に失う危険性の高
い就労であったりする。 
 イングランドにおけるホームレス生活者
の焦点は、十分な生活能力や職業能力、教育
を修得する前に家庭を離れてしまう若者で
ある。若者が適切な生活能力を身につける前
に家庭を離れる理由は様々であるが、その背
景に多様な家族関係があることは否定でき
ない。一般に、子どもが成育する家庭から自
立する頃に多くの問題を抱えることになる
が、同居家族のそれらに子どもが適切に対処
できるよう導くことができない状況が大き
な原因と考えられる。しかしながらホームレ
ス生活者の年齢が若く、生活能力、職業能力、
学習能力を身につけることが高齢者に比べ
て容易であり、適切に生活能力、職業能力、
学習能力を身につける機会を与えることが
できれば一般社会で生活資本を構築して生
活することが可能である。 
 両国ともに人間関係を失うことで生活資



本を失っているが、日本の場合、ホームレス
支援施策の構築に加齢による影響を考慮す
る必要がある。 
 
(6) 政策動向 
 社会保障制度に関して両国は好対照であ
る。日本において野宿者はほとんど何も社会
保障給付を得ていないにもかかわらず、イン
グランドの野宿者はほとんどが何らかの社
会保障給付を得ている。日本の場合、就労の
機会を失い、見つけられない理由を当人が努
力を怠っているとみなされ、ほとんど社会保
障給付を得る理由を見出せない。前述のよう
に身体的な問題、病気や障害を得ている場合
においてのみ、社会保障の枠組みに組入れら
れる。そのため、野宿者は重篤な状態に至る
まで医療にさえかかれないことがある。また
近年、野宿者の中に多くの精神疾患者が含ま
れていることが注目されるようになってき
た。 
 長らく日本の社会保障制度は、申請者に対
して、そして極めて限られた者にしか適用さ
れなかった。それは最後のセーフティーネッ
トといわれる「生活保護」においても同様で
あった。野宿状態であったとしても住民票が
確認できない、生活の指導ができないなどの
理由で支給されてこなかった。しかしながら、
2008 年から 2009 年に掛けての「年越し派遣
村」が、就労と住居を失う多くの人々の姿を
一般大衆の眼前に示したことによって、「生
活保護」支給が、そして各種の社会保障施策
の実施が積極的に行われるようになった。し
かしながらそのことは、居住を保障する制度
がない状態で、低所得者単身層への住宅市場
の欠落を背景に劣悪で狭小な、住居とは呼び
難い 5㎡程度の空間と不十分な食事の提供の
施設に生活保護費をつぎ込む、貧困ビジネス
を生んだ。皮肉にもこの第二種社会保障施設
である無料低額施設や未届け施設の収容定
員と同様の野宿者数が減少した。生活保護制
度上、「無料低額宿泊所」を住居とみなして
いるため、狭小劣悪な居所でありながら、そ
こからより人間らしい居住に移行する展望
が得られない。いずれにしても日本のホーム
レス支援策は人にふさわしい居住を実現す
ることが困難で、求職活動と野宿の間を揺れ
動く、非常に不安定な状態を生み出し続ける
特徴を持っている。 
イギリスでは野宿者数は減少している。一

時居所居住者の減少によって、政策の焦点は、
ホームレス生活者対策からホームレス状態
の予防策に転換された。その政策の転換の背
景には、ホームレス問題の多様な原因、対策
の困難さ、効果の現れにくさがある。イング
ランドの施策の特徴は、特定地区への特別な
施策の集中から、一般的な施策へ移行した。 
 日本でも野宿者を一般社会へ戻す特別な

ルートとして野宿者の多い大都市に「シェル
ター」や「自立支援センター」が創設された。
しかしながらその他の自治体では特別支援
ルートは創設されず、利用できる居住資源が
少なく、既存施策の工夫によるホームレス支
援に止まっている。居所の確保が困難な状態
でのホームレス自身の求職活動や医療、健康
管理、生活指導は不可能である。 
 
(7) 個人的問題 
 人間関係を失い、ホームレス状態になる理
由としてコミュニケーション力の不足、職場
での人間関係形成能力の欠如、些細な問題に
おいて感情的に対応してしまう、それらの事
柄が借金の原因となり、様々な金融機関から
借金を繰り返し、いわゆる多重債務者となり、
家族関係を断絶し、野宿者となる者が日本に
居る。失業や借金の原因を多くの場合、野宿
者当人の問題とされる。また、近年、野宿者
の中に精神障害者や精神疾患者の比率が多
いと言う報告がなされ、精神障害などのため
に野宿者が社会的な不利益をこうむってい
ることが示されている。高年齢の野宿者は、
就労自立の可能性が低いために、就労自立を
基本とする日本のホームレス支援施策に当
てはまらず、自ら支援施策を受けることを拒
み、野宿生活の継続を選ぶ傾向にある。こう
した人々を日本政府は「社会生活を拒む者」
として位置づけ、ホームレス自立支援施策の
枠外に追いやっている。 
 イギリスにおいてもホームレス状態を導
く引き金として、精神疾患、アルコール依存、
薬物依存などの依存症、配偶者や近親者と離
死別、福祉施設からの離脱、軍隊の経験、同
居親族とのトラブルが上げられている。特に
さまざまな個人的状況によって施設入居な
どホームレス支援を受けられなかったり、ル
ールに従わないとみなされたりすることで
野宿者となっている。 
いずれにしてもホームレス生活者は支援

施策の枠組みに該当し難い事で、ホームレス
支援を受けられず、野宿生活をも余儀なくさ
れ、「生活資本」構築の機会を逸している。 
 
(8) 「生活資本」の構築に向けて 
日英の共通点として支援すべきホームレ

ス生活者を限定し、特別施策を展開している。
しかしながら日本の定義は狭く、イングラン
ドの定義は広いという違いがある。そして日
本は劣等処遇であり、イングランドはホーム
レス生活者が優遇されるという違いもある。
その背景には日英の社会保障制度の発展度
合いの違いがある。いずれにしても支援すべ
きホームレス生活者を限定することで、「生
活資本」を構築する機会を逸しているホーム
レス生活者がいる。すべての人々を対象とす
る基準が望まれる。 



日英の相違はいくつかあるが、最も大きな
違いは、ホームレス支援施策の中心的施策に
ある。イギリスは「住宅の提供」を基盤とし、
日本は「就労自立」を中心としている。「住
宅」は生活を支える基盤となるが、「就労」
は、景気、年齢、身に付けている職業技能な
どの影響を受けやすく、不安定である。特に
景気に左右されない居住の保障が望まれる。 

第二の違いは、焦点となるホームレス生活
者の年齢である。イングランドでは若く、日
本では中高年である。イングランドは社会保
障制度が十分に発達しているので、何らかの
制度で支援される人々が多いが、様々な問題
を抱えていたり、学力や職業技能を身に付け
ていない場合にホームレス生活者となる可
能性が高くなる。日本は未発達で貧弱な社会
保障制度なので、自らの就労や親族・家族・
近隣などのインフォーマルな繋がりに頼ら
ざるを得なかった。しかしながら親族・家族
などインフォーマルな人間関係を失った野
宿者は、中高年齢が多く、就労を得られずに
野宿に至っている。日本のホームレス支援施
策は「就労自立」を基本としているが、野宿
者が高齢であることを考慮して「生活資本」
構築を援助しなければならない。 

第三に政策動向の違いである。イングラン
ドではホームレス予防に政策の焦点が移行
している。日本では、景気の変動、高齢化、
市民運動などでようやく施策の運用に変化
がもたらされ、「生活保護費」支給が増加し
てきた。しかしながら貧弱な社会保障制度の
ままでは、そうしたお金が貧困ビジネスの隆
盛を招いているだけである。結局、経済が破
綻しているにも拘らず、経済に頼る日本の施
策ではホームレス生活者の「生活資本」構築
が困難である。 
ホームレス状態から安定した暮らしを実

現する「生活資本」の構築には、安定した住
居が必要であるが、一足飛びに「恒久的な住
居」の獲得は、日英ともに困難である。一時
的な住居を経ることが一般的である。しかし
ながらその経路は様々で施設や住居を転居
する場合、施設から住居に転居する場合など
がある。しかし、いずれの場合にも「生活資
本」の構築をスムーズにさせる触媒となる役
割(人)が必要である。日英ともにホームレス
状態から「恒久的な住居」への移行段階で、
イギリスでは「B&B」など、日本では「無料
低額宿泊所」などの問題が顕在化してきたが、
イギリスでは問題が収束方向に向かい、日本
では問題の解決方向が見えていない。それは
移行段階での「生活資本」構築の支援の差に
あると言えよう。 
 ホームレス生活者の「生活資本」の構築は、
「恒久的な住居」を中心に生活を支える言わ
ば公式な活動としての就労、教育、医療、生
活支援などの福祉が一体となることである

が、ホームレス生活者の家族、親族、友人、
近隣住民などとの非公式(インフォーマル)
な人間関係の構築も重要である。イギリスで
は非公式な人間関係の構築に向けて、クラブ、
教会、ボランティア活動、社会教育、様々な
社会集団などの活用が提起されている。日本
においても様々な団体がホームレス生活者
支援のために様々な活動を行っているが、
「生活資本」を構築していくためにホームレ
ス生活者一人ひとりに寄り添った人的な支
援をホームレス生活者の生活支援の構築に
組み込む必要がある。 
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